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平成２４年度補正予算「ＩＣＴ街づくり推進事業」の委託について（依頼）

標記について、別添委託契約書により貴機関に委託したいので、よろしく取り計ら

い願います。

なお、ご承諾の上は、下記の文書をご提出願います。

以上



平成２４年度補正予算ＩＣＴ街づくり推進事業
委託契約書

支出負担行為担当官　 総務省 大臣官房会計課企画官　 梅田　 勉（以下「甲」とい う６）は、
武雄市　市長　 樋渡　 啓祐（以下「乙」とい う。）と、次のとおり委託契約（以下「本契約」

とい う。）を締結する。

第１章　総則

（契約の目的）
第１条　 甲は、平成２４年度補正予算ＩＣＴ街づくり推進事業（以下「本実証事業」とい う。）

に係る業務（以下「委託業務」とい う。）の実施を乙に委託し、乙は本契約及び実施計画書
（第４条に定める実施計画書をい う。以下同じ。）に基づき信義に従い誠実に委託業務を履

行することを受託する。

（委託額）
第２条　 甲は、乙に対し、金534,  80〔〕円（消費税額及び地方消費税額を含む。以下「委託額」

という。）の範囲内において、本契約書に従い委託業務の実施に要する経費を負担するもの

とする。

（委託期間）
第３条　 平成25 年 ８月30 日から平成26 年３月15 日までを委託期間とし、乙は、委託期間

内に委託業務を完了しなければならない。

（実施計画書）
第４条　委託業務の目的。内容、実施 体制、実施場所及び実施に要する経費の内訳等は、別

添の実施計画書及び予算計画書に定めるとおりとする。

（契約保証金）
第５条　 甲は、本契約において、乙に対し、会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の

９第１項本文の規定による契約保証金の納付を、同項ただし書並びに予算決算及び会計令
（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第３号の規定により、全額免除する。

第２章　委託業務の実施

（委託業務の実施）
第６条　 委託業務の内容は、実施計画書に定めるとお りとする。
２　 前項のほか、委託業務の実施には、実施計画書に定められた事項に付帯する一切の業務

を含むも のとする。
３　 乙は、実施計画書に従い、信義誠実の原則に則り、善良なる管理者の注意をもって委託
業務を実施しなければならない。 実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書

に従って実施しなければならない。
４　 乙は、委託業務 の実施中、事故そ の他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生した場

合は、直ちにその旨を甲に通知し、被害拡大防止のた め必要な措置を講じるとともに、事

故原因、委託業務への影響等をかかる事由の発生から７日以内に報告しなければならない。

（再委託）
第７条　 乙は、委託業務の全部を第三者に委託（請負又は委任によるものをい う。以下「再

委託」とい う。）してはならない。
２　 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、別に定める様式により再委託承認申請書を

甲に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、次の各号いずれかに

該当する場合はそ の限りではない。
―　再委託の金額 が５０万円を超えない場合
二　 契約 の主体部分ではなく、再委託することが合理的である業務であり、次に掲げる軽

微な業務及びこれに準ずる業務であって、かつ、委託 額の５分の１を超えない場合
イ　 翻訳、通訳、速記及び反訳の類



口　調査研究報告書等の外注印刷等の類
’ハ　 パソコン、複写機、事務機器等のレンタルの類

二　 会議開催の会議室、会場等の借り上げの類
ホ　調査研究に必要な各種 隋報収集経費の類
へ　 納入成果物に係る各種品質、性能試験等の外注の類

｡3　甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。
４　 乙は、再委託した業務を行 う第三者（以下 「再受託者 」とい う。）との間で生じる一切

の紛争を、乙の責任及び負担において処理しなければならない。

５　 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及
び甲が指定する事項について、再受託者 と約定しなければならない。

（権利義務の譲渡）
第８条　 乙は、第三者に対して、本契約により生じる権利 を譲渡し、又は義務を承継させよ

うとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、信用保証協会法（昭
和第 ２８年法律第１９６号）に規定する信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成
１０年法律第１ ０５号）第２条第３項に規定する特定FI的会社（以下「特定目的会社」と

い う。）又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定す
る金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

２　 乙が本契約により行 うこととされたすべての給付を完了す る前に、乙が前項ただし書に

基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条
又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律
第１０４号。以下 「債権譲渡特例法」とい う。）第４条第２項に規定する通知を行 う場合に

は、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し、乙又は乙から債権を譲り受けた
者（以下「丙」とい う。）が民法第４６７条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する承

諾の依頼を行う場合には、甲は次に掲げる異議を留めるものとする。
一　 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲
渡債権金額を軽減する権利を保留する。

二　 丙は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定
その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。

三　 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議 のみにより、納地の変更、契約金額の変更

その他契約内容の変更を行 うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、
当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら

乙と丙の間の協議により決定されなけれぱならないこと。
３　 第１項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行 う
弁済の効力は、予算決算及び会計令第４２条の２の規定に基づき、甲がセンター支出官に

対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。

（委託業務の管理）

第９条　 甲は、委託業務 の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、次に掲げ
る措 置を講じることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
一　 委託業務の実施状況、実施方法について、期限を定めて調査し、報告させること。

二　 甲の職員等を乙の事業所等へ派遣し、委託業務の実施に立ち会わせること。
２　 甲は、’前項の措置を講じた結果、特に必要があると認 めるときは、委託業務の実施に必

要な指示を乙に行 うことができるものとする。ただし、甲の行 う指示が実施計画書の変更

に係る場合は、第１ ３条又は第１４条に規定するところによるものとする。
３　前二項の規定は、委託期間の属する年度の終了 日の翌 日から起算して５年 間は、なおそ

の効力 を有するものとする。

（委託業務の実施 に要する経費の支出）

第１０条　 乙は、第１４条第１項第３号に該当する場合を除き、委託業務の実施に要する経
費を実施計画書に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。 実施計画書が
変更 されたときは、変更 された実施計画書に記載された経費 の内訳に従って支出しなけれ

ばならない。
２　経費は、別に定める委託業務費積算基準に従い、次に掲げるＩからIVまでの項目のとお

りとし、同基準に特段の定めのない経費は次に掲げるＶの「一般管理費」（ただし、上記Ｉ

からⅣ の合計額 の１０％以内の金額でなければならない。）にて手当てしなければならない。
Ｉ 物品費

-



Ｕ 人件費・謝金
Ⅲ 旅費
IV 湮 の他
Ｖ 一般管理費

(証憑書類の整備)
第１１条　乙は、委託業務の実施に当たって、委託業務の実施に係る経費の支出状況を明ら
かにした帳簿類及び証憑類( 以下｢ 証憑書類｣ という。)を整備しなければならない。

２　乙は、前項の証憑書類について、委託期間の属する年度の終了日jの翌日から起算して５
年間保存しなければならない。

３　乙は、乙の責に帰すべき事由により前項に掲げる保存期間内に証憑書類を消失したとき
は、当該証憑書類に係る経費について、正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費で
ある旨を甲に証明しなければならない。また、示された証憑書類が正当な根拠と認められ
ない場合についても同様とする。

４　第１項に定める証憑書類の様式及び内容のほか、乙による委託業務の実施に関する経理
処理については、甲が別途定めるところに従うものとする。

(実証事業評価の実施)
第１２条　甲は、実証事業の成果・目標の達成状況等について、委託期間中に事業評価を行

うことができるものとし、乙はこれに協力するものとする。
２　甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、本契約
の内容の変更を行うことができるものとする。

３　甲は、委託期間終了後に、同期間内に実施した委託業務の内容、事業化の計画等につい
て、事業評価及び追跡調査を行うことができるものとし、乙はこれに協力するものとする。

第３章　変更手続

(変更契約の締結)
第１３条　甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約
の内容を変更することができるものとする。
一　委託期間の中途において、委託額又は委託期間の内容の変更を行う必要が生じたとき。
二　著しい経済情勢の変動、天災地変等により本契約に定める条件での契約の一部の履行
が困難となったとき。

三　甲の予算又は方針の変更等により本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難とな
ったとき。

２　前項の規定による本契約内容の変更において、相手方の承諾を得た甲又は乙は、相手方
と変更契約書を取り交わし、変更契約を締結するものとする。その際、実施計画書の記載
内容に変更が生じる場合は、乙は、第１４条に従い甲の承認を得た上で新たな実施計画書
を甲に提出するものとする。

３　前項の規定により変更契約を締結するときは、総務省の所在地で行う。

(実施計画書の変更)
第１４条　乙は、実施計画書に記載された事項を変更しようとするときは、速やかに別に定

める様式により実施計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
―　前条の規定により変更契約を締結する場合
二　次条第２項の規定により届出を行う場合で、甲が適当と認めた場合
三　実証事業に要する経費の内訳の項目間の流用で、次のすべての条件を満たす場合
イ　Ｉ　物品費、Ｕ　人件費・謝金、Ⅲ　旅費、IV　その他のいずれかの項目間の流用で

あること
口　流用額が、I 、II、Ⅲ及びIVの合計額の２０％を超えないこと

四　前三号に掲げるものの他、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であると甲
が認める場合

２　　甲は、前項本文の承認をする場合には、条件を付すことができる。

(実証担当者の異動等)
第１５条　本契約において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。



－ 一 一
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三
四

と
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は、乙に属する者で実施計画書に実証担当者として記載され、実証
者をいう。
は、実証担当者の指示の下に本実証事業の補助を行う者をいう。

とは、本実証事業を統括する立場にある実証担当者をい う。

「委員会委員」とは、実施計画書に委員会委員として記載され、本実証事業の実施上
必要な知識、情報、意見等の交換、検討のために設置される委員会における前３号の者
を除く有識者をいう。

２　乙は、次の各号に掲げる事項については、別に定める様式により速やかに甲に届け出る
ものとする。
―　実証担当者を新たに追加したとき。
二　実証担当者の所属等に異動が生じたとき。ただし実証担当者が離任する場合を除く。
三　実証担当者が交代したとき。ただし、実証代表者が交代したときを除く。
四　新たに委員会を設置したとき。
五　委員会委員を新たに追加したとき。
六　委員会委員が離任したとき。
七　委員会委員に異動が生じたとき。
八　委員会委員が交代したとき。

（契約者の変更の報告）
第１６条　乙は、その名称、代表者又は住所を変更したときは、別に定める様式による契約

者等異動報告書により速やかに甲に報告しなければならない。

第４章　支払に関する手続

（概算払）
第１７条　乙は、委託業務が完了する前に支払を受けなければ委託業務の実施に支障を及ぼ

すときは、別に定める様式による概算払請求書により、委託業務の実施に要する経費の一
部の支払（以下「概算払」という。）を請求することができるものとする。

２　甲は、前項の規定による概算払の請求について、その事由が正当なものであることを認
め、概算払財務大臣協議が整った場合には、経費の一部を概算払することができる。

３　甲は、適法な概算払請求書を受領した日から起算して、３０日以内に、これを乙に支払
うものとする。

（実績報告書の提出）
第１８条　乙は、委託業務が完了した日（第４３条、第４４条又は第４５条の規定により本

契約の全部又は一部を解除した場合はその解除の日）の翌日から起算して１０日後又は平
成２６年3^2  6 日のうちいずれか早い日までに、別に定める様式による実績報告書に第
１１条で定める証憑書類の原本又はその写しを添付して甲に提出しなければならない。な
お、甲が不要と認めた証憑書類についてはこの限りではない。

（検査及び報告の要求匚
第１９条　甲は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日か

ら起算して１０日以内に、その内容が本契約に適合するものであるかどうかを検査するも
のとする。

２　甲は、前項の検査のほか、次に掲げる検査を行うことができるものとする。
一　委託業務の実施に要する支出計画や経費処理状況に関する委託期間中の検査
二　その他甲が必要と認める検査

３　甲は、前２項の検査を次に掲げる事項について行うことができるものとする。この場合、
甲は必要に応じ、乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を期限を定めて求めるこ
とができる。
一　実績報告書に記載されている実証事業の内容と支出した経費との整合性
二　実施計画書と実績報告書の内容の整合性
三　機械装置等の製作状況並びにこれらの利用及び操作状況
四　証憑書類の原本又はその写し
五　その他甲が委託業務に関して必要と認める事項

４　甲は、第１項及び第２項の検査を乙の事業所等及び甲の指定する場所において行うこと
ができるものとする。



５　甲は、第１項及び第２項 の検査を実施しようとする｡ときは、あち かじめ乙に検査日時、

検査場所、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。た
だしご 甲が必要 と認めた場合には、かかる事前の通知なく第１項及び第２項の検査を実施

することができる。
６　 乙は、前項本文の通知を受けたときは。甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業
務 の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するもの

とする。
７　 乙は、第１項、第２項及び第４項の規定による検査並びに第３項の報告及び資料の提出

に応じなければならない。
８　第 ２項から前項までの規定は、委託期間の属する年度の終了 日の翌日から起算して５年

間、なおその効力を有するものとする。

（額の確定）
第２０条　 甲は、前条第１項の規定による実績報告書の検査及び第２８条第４項の規定によ

る実証事業報告書の審査等の結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、委託額

と委託業務の実施に要した経費の額とのいずれか低い 額を、甲が支払うべき経費の額（以
下 「確定額」とい う。）として確定し、これを乙に通知しなければならない。

２　 第１１条第３項の規定に従い、乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費で

あるこ とを甲に証明できない経費、前条第１項 の規定による検査又は同条第３項 の規定に
、よる報告若しくは資料の提出の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又は著しく困難な

経費及び同条第１項の規定による検査の実施中に乙が正当な根拠を示して委託業務の実施
に要した経費であることを甲に証明できなかった経費は、委託業務の実施に要した経費に

含まないものとする。

（経費の請求及び支払）
第２１条　 乙は、前条第１項の規定による通知を受領した後、別に定める様式による精算払

請求書により、速やかに甲が指定する期日までに甲に確定額を請求するものとする。ただ
し、第１７条の規定に基づき経費の概算払が行われた場合、乙が請求する額は、確定額か

ら既払額を控除した額とする。
２　 甲は、適法な精算払請求書を受領した日から起算して３０日（以下「約定期間」とい う。）

以内に、これを乙に支払 うものとする。
３　前項の規定にかかわらず、甲は、乙の精算払請求書を受理した後、その内容の全部又は

一部を不当と認 めたときは、その理 由を明示して当該請求書を乙に返付することができる
ものとする。この場合において、当該請求書の内容の不当が乙の軽微な過失によるときは、

当該請求書を返付した日から是正された精算払請求書を甲が受理した日までの期間は、約
定期間に算入しないものとし、当該請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による

ときは、適法な精算払請求書の提出がなかったものとする。

（相殺）
第２２条　 甲は、乙が甲に支払 うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払 うべ

き金額 と当該債務の対当額について相殺することができるものとする。

（遅延利息）
第２３条　 甲は、約定期 間内に経費を支払 わない場合には、遅延利息として、約定期間満了

の日の翌 日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約 の支払遅

延 に対 する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額
を支払 うものとする。ただし、約定期間内に支払 わないことが、天災地変等甲の責に帰す
ことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定 日数に算

入しないものとする。
２　 甲は、前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息

を支払 うことを要せず、その額に１００円未満 の端数があるときは、そ の端数を切り捨て

るものとする。

（過払金等の返還）
第２４条　 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算払 を受

けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分（以下「過払金」とい う。）を甲に返還し

なければならない。



２

一一　概算払の額が、第２０条に規定する確定額を超えるとき
二　概算払の額が、第４３条に規定する甲の負担すべき額を超えるとき
三　概算払の額が、第４ ４条に規定する甲の支払義務の全部又は一部を免除した後の甲の
負担すべき額を超えるとき

四　その他過払金のあるとき
乙は、第１９条第２項第２号の検査の結果、第２１条第１項の規定に基づき既に支払を

受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分（以下「確定後過払金」という。）が明
らかになったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。
なお、甲は、第１１条第３項の規定に従い、乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要
した経費であることを甲に証明できない経費、第１９条第２項の規定による検査又は同条
第３項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又
は著しく困難な経費を、確定後過払金として請求することができるものとする。

３　乙は、前２項の規定により甲に過払金又は確定後過払金（以下「過払金等」という。）を
返還する場合において、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から返還
する日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、第２３条第１項に定める割合により計算
した延滞金を付して返還しなければならない。

第５章　取得財産の管理

（財産の管理）
第２５条　乙は、委託業務の実施により取得した財産（以下「取得財産」という。）を善良な
管理者の注意をもって管理するものとする。また、委託業務の完了若しくは中止、又は本
契約が解除された後も、甲から別途指示があるまで同様とする。

２　第２０条の規定による経費の額の確定までは、取得財産の所有権は乙に帰属するものと
するが、乙は当該取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承
認を得た場合はこの限りではない。

３　乙は、取得財産について、別に定める様式による取得財産明細表を備え、甲から別に指
示がある場合を除き、委託業務の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後、取得財
産明細表を実績報告書に添付して提出するものとする。

４　乙が取得財産を亡失又はき損したときは、それによって生じた損害の賠償はすべて乙の
負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。

５　乙は、第２０条の規定による経費の額の確定後、甲の指示に従って甲の指定した期間内
に取得財産の所有権を移転するとともに、甲の指示に従って取得財産の占有を移転又は取
得財産の廃棄等の処分をしなければならない。なお、所有権の移転に伴う返還又は廃棄等
の処分に要する費用は乙の負担とする。

６　乙は、取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定し、又は本条の定めによ
る場合を除き、これを第三者に譲渡してはならない。

（有価物の発生）
第２６条　乙は、委託業務の実施上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物の発生
が見込まれる場合は、速やかに甲に報告し、処分等の方法について、甲の指示を受けなけ
ればならない。

第６章　成果の取扱い・知的財産権

第１節　定義

（用語の定義）
第２７条　本契約において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
一　「実証成果」とは、本実証事業の実施により得られた発明等の技術的成果をいう。
二　「発明等」とは、次に掲げるもの（それぞれに関し、外国における同種の法律による
保護の対象となるものを含む。）をい う。
イ

ロ

ノ丶

－-

特許法（昭和３４年法律第１２１号）第２条第１項に規定する発明
実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）第２条第１項に規定する考案
意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２条第１項に規定する意匠及びその創作
半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）第２条第２項

に規定する回路配置及びその創作



ホ　著作物及びその創作
やヽ 第３２条の規定に従い指定されたノウハウの案出

三　「著作物」とは、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項に規定する著作
物（外国における同種の法律による保護の対象となるものを含む。）をいう。

四　「プログラム等」とは、著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの
著作物（外国における同種の法律による保護の対象となるものを含む。）をいう。

五　「ノウハウ」とは、知的財産権による保護を受けない営業秘密その他の事業活動に有
用な技術上又は営業上の情報の中で秘匿することが可能で財産的価値があるものをい
う。

六　「コンテンツ」とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律（平成１
６年法律第８１号）第２条第１項に規定するコンテンツ（外国における同種の法律によ
る保護の対象となるものを含む。）をいう。

七　「知的財産権」とは、産業財産権、産業財産権を受ける権利及び著作権をいう。
八　「産業財産権」とは、次に掲げるものをいう。

イ

ロ

ノ丶

ニ

ホ

特許法に基づく特許権
実用新案法に基づく実用新案権
意匠法に基づく意匠権
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権
外国における上記各権利に相当する権利

九　「産業財産権を受ける権利」とは、次に掲げるものをいう。
イ　特許法に基づく特許を受ける権利
口　実用新案法に基づく実用新案登録を受ける権利
ﾉ`丶　意匠法に基づく意匠登録を受ける権利
二　半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権の設定の登録を受
ける権利

ホ　外国における上記各権利に相当する権利
十　「著作権」とは、著作権法第１７条第１項に規定する著作権及び外国におけるこの権

利に相当する権利をいう。
十一　「著作者人格権」とは、著作権法第１７条第１項に規定する著作者人格権及び外国

におけるこの権利に相当する権利をいう。
十二　知的財産権の「利用」とは、次に掲げるものをいう。

イ　特許法第２条第３項に規定する行為
口　実用新案法第２条第３項に規定する行為
ノ丶　意匠法第２条第３項に規定する行為
二　半導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に規定する行為
ホ　著作物を利用する行為

第２節　成果の取扱い

（成果報告書の提出）
第２８条　乙は、委託業務が完了した日（第４３条、第４４条又は第４５条の規定により本
契約の全部又は一部を解除した場合は、その解除の日）の翌日から起算して１０日後又は
平成２６年３月２６日のうちいずれか早い日までに、成果報告書を甲に提出しなければな
らない。

２　成果報告書は、印刷物及び電子媒体によるものを各１部提出するものとし、電子媒体の
種類及び記録方式等については、別途甲の指示に従うものとする。

３　成果報告書には、乙が本実証事業を実施することにより得られた実証成果の詳細、実施
計画書に定められた本実証事業の目的に照らした達成状況及び実証事業の公表に係る情報、
発明等並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。ただし、未公表の
実証成果及びコンテンツについては、甲と協議の上、調整を図るものとする。

４　甲は、第１項の規定により成果報告書の提出を受けたときは、その内容が本契約に適合
するものであるかどうかを審査するものとする。

５　甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料の提出を乙
に求めることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

（著作権等の保証）
第２９条　乙は、甲に対し、成果報告書が第三者の権利（著作権、肖像権等を意味し、産業



財産権は除く。次項において同じ。）を侵害していないことを保証するものとする。
２　成果報告書に関して第三者から権利の侵害等の主張があったときは、乙はその責任にお
いてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
ただし、乙が甲の指示に従った結果、第三者から権利の侵害等の主張があったとき（乙が、
甲の指示に従えば第三者の権利を侵害するおそれがあることを知りながらその旨を甲に告
げなかったときを除く。）は、この限りではない。

３　乙は、成果報告書に記載した内容に関連した事業を行う場合、第三者の産業財産権の侵
害とならないよう、十分な調査を行うものとする。また、第三者から産業財産権の侵害等
の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義
務が生じたときは、乙がその全責任を負う。ただし、乙が甲の指示に従った結果、第三者
から産業財産権の侵害等の主張があったとき（乙が、甲の指示に従えば第三者の権利を侵
害するおそれがあることを知りながらその旨を甲に告げなかったときを除く。）は、この限
りではない。

（実証成果の発表又は公開）
第３０条　甲及び乙は、実証成果を発表又は公開することができる。ただし、その内容に未

公表の実証成果及びコンテンツに係るものが含まれるときは、発表又は公開前に、その対
応について甲乙協議の上、調整を図るものとする。

２　乙は、前項の規定に基づき実証成果を発表又は公開しようとする場合は、それらを行お
うとする日の１０日前までに、別に定める様式による外部発表投稿票を甲に提出しなけれ

ばならない。
３　乙は、第１項の規定に基づき実証成果を発表又は公開する場合は、その内容が甲の委託
業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。

４　乙は、第１項の規定により、実証成果を発表又は公開するために印刷物を作成するとき
は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第Ｌ００号）第
６条第１項の規定に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成２５年２月５
日変更閣議決定）による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の「判断基準」を満たすことに努
め、「配慮事項」についても可能な限り配慮しなければならない。

第３節　知的財産権

（知的財産権に関する職務規程の整備）
第３１条　乙は、本契約の締結後速やかに、実証担当者等が本実証事業を実施した結果、得

られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権を実証担当者等から乙に帰属させる旨の
契約を当該実証担当者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならな
い。ただし、乙が知的財産権を当該実証担当者等から乙に帰属させる旨の契約を既に締結
し、又はその旨を規定する内部規程を定めており、これらを本実証事業に適用できる場合
はこの限りではない。

（秘匿すべきノウハウの指定）
第３２条　実証成果のうち、秘匿すべきノウハウについて、甲乙協議の上指定し、甲は、そ

の旨を乙に通知するものとする。
２　前項の規定による指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
３　前項の規定による秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、指

定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮する
ことができる。

（ノウノヽウの使用）
第３３条　乙は、秘匿すべきものとして指定されたノウハウについて、前条第２項の規定に

よる秘匿すべき期間において第三者にその使用を許諾しようとするときは、事前に甲の承
認を受けなければならない。

（発明等及びコンテンツの記録物の封印）
第３４条　乙は、本契約の締結時に既に保有している発明等及びコンテンツがある場合であ
って、委託業務の結果生ずる発明等及びコンテンツと混合するおそれがあると判断される
ときは、本契約の締結時に既に乙が保有している発明等及びコンテンツを記録化し（以下、
記録化したものを「封印物」という。）、本契約の締結後６０日以内に、別に定める様式に
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よる封印申請書を甲に提出するものとする。 なお、本実証事業 が前年度と同じ実証テー々‥
の継続である場 合は、甲が要求した場合を除き、封印は行わない。

２　 前項め封印申請書の提出があっ たときは、甲乙両者立会いの上、封印を実施するものと

･する。
３　甲は封印物のリストを、乙は封印物のリスト及び封印物を保管する。
４　 発明等及び コンテンツが、本実証事業の成果であるか否かについて、甲乙間に争いのあ

るときは、甲乙両者立会いの上、封印物を開封するこ とができるものとする。
５　甲は、前項の開封の結果、第３２条第１項 の規定に基づき指定したノウハウが本実証事

業以外のものと認められるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。
６　第４項の開封後は速やかに再封印するものとする。
７　 甲は、第４項の開封により知り得た発明等及びコンテンツを使用し、又は第三者に洩ら

してはならない。

（知的財産権の帰属）
第３５条　 甲は、乙が、別に定める様式による知的財産権確認書を本契約の締結 日に甲に提

出し、次の各号のいずれの規定も遵守することを約した場合、本実証事業によって得られ

た実証成果又はコンテンツに係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
―　 乙は、本実証事業によって実証成果又はコンテンツが得られた場合には、遅滞 なく、

第３７条の規定に基づいて、そ の旨を甲に報告すること。
二　 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める

場合には、無償で当該知的財産権を利用す る権利を甲に許諾するものとし、甲は乙の承
諾を得ずに当該権利を第三者に利用させることができること。

三　 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権
を相当期間活用してい ないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が
当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして

求めるときは、当該知的財産権を利用する権利 を第三者に許諾すること。
四　 乙は、甲以外の第三者 に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実

施権（仮専用実施権を含む。）若しくは専用利用権の設定その他日本国内において当該知

的財産権を排他的に利用する権利 の設定若しくは移転 （以下「専用実施権等の設定等」
とい う。）の承諾をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイ からノヽ まで

に規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ　 子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をい う。）

又は親会社（同条第４号に規定する親会社をい う。）に当該知的財産権の移転又 は専用

実施 権等の設定等をする場合
口　 承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に

関する法律（平成１０年法律第 ５２号）第４条第１項の承認を受けた者（同法第５条
第１項の変更の承認 を受 けた者を含む。）をい う。）又は認定ＴＬＯ （同法第１２条第

１項又は同法第１３条第１項の認定を受けた者をい う。）に当該知的財産権の移転又は

専用実施権等の設定等をする場合
ノ丶　技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場

合
２　 甲は、乙が前項の規定による知的財産権確認書を提出しない場合、乙から当該知的財産

権を譲り受けるものとする。
３　乙は、知的財産権確認 書を提出したにもかかわらず、第１項各号の規定のいずれかを満

たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がない と甲が認める場合、当
該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。

４　前二項 の場合、乙は甲の指示に従い、知的財産権の譲渡に必要な措置をとり、知的財産
権譲渡に必要な手続に協力し、知的財産権の甲による確保のた めに必要なものを甲に引き

渡す等しなければならない。

（成果の利用行為）
第３６条　 第３５条第１項の規定にかかわらず、本実証事業 によって作成し甲に提出された

成果報告書その他これに類する著作物に係る著作権は、甲に帰属する。
２　 乙は、甲及び甲に利用を許諾された第三者による前項の著作権の利用について、著作者

人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外め者であると

きは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。



（知的財産権に関する報告）
第３７条　 乙は、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る産業財産権の

登録等の出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から６０日以内に、また、海外
への出願若しくは申請又は特許協力条約に基づく国際出願の場合は１２０日以内に別に定

める様式による産業財産権出願報告書を甲に提出しなければならない。
２　 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行 う場合は、特

許法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１０号）、実用新案法施行規則（昭和３５年通商
産業省令第１１号）、意匠法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１２号）等を参考にして、

当該 出願書類に国の委託に係る実証事業 の成果 に係る出願である旨を記載しなければなら

ない。
３　 乙は、第１項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の

登録等の日から６０日以内に、別に定める様式による産業財産権報告書を甲に提出しなけ

ればならない。
４　 乙は、本実証事業によってプロ グラム等又はコンテンツが得られた場合には、当該プロ

グラム等又はコンテンツが完成した日から６０日以 内に、別に定める様式による著作物報

告書を甲に提出しなければならない。
５　 乙は、本 実証事業によって作成し甲に提出する著作物 （プログラム等及びコンテンツを

除く。）については、当該著作物の提出後６０日以内に、別に定める様式による著作物報告

書を甲に提出しなければならない。
６　 乙は、本実証事業により生じた実証成果若しくはコンテンツに係る知的財産権（プログ

ラム等以外の著作物の著作権を除く。）を自ら利用したとき又は第三者にその利用を許諾し

たとき（ただし、第３９条第２項に規定する場合を除く。）は、別に定める様式による知的
財産権利用届出書を甲に遅滞なく提出しなければならない。

７　 乙は、本実証事業により生じた実証成果若しくはコンテンツに係る知的財産権のうち、

プ ログラム等を除く著作物の著作権について、甲の求めに応じて、自己による利用及び第
三者への利 用許諾の状況を書面により報告しなければならない。

（知的財産権の移転）
第３８条　 乙は、本実証事業によづて得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権を

甲以外の第三者 に移転する場合には、前３条、第 ３９条、第４０条及び本条の規定の適用

に支障を与 えないよう当該第三者に約させなければならない。
２　 乙は、前項の移転を行 う場合には、当該移転を行 う前に、別に定める様式による知的財

産権移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は

分割により移転する場合及び第３５条第１項第４号イから八までに定める場合には、この

限りではない。
３　 乙は、第１項の移転を行ったときは、別に定める様式による知的財産権移転通知書を遅

滞なく甲に提出しなければならない。

（知的財産権の利用許諾）
第３９条　 乙は、木実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権に

ついて、甲以外の第三者に利用を許諾する場合には、第３５条、第３６条及び次項の規定

の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
２　 乙は、本実証事業に係る知的財産権について、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等

を行 う場合には、当該設定等を行 う前に、別に定める様式による知的財産権専用実施権等

設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第３５条第１

項第４号イ から八までに定める場合には、この限りではない。
３　 乙は、前項の専用実施権等の設定等を行ったとき（前項ただし書の場合を含む。）は、別

に定める様式による知的財産権専用実施権等設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければな

らない。

（知的財産権の放棄）
第４０条　 乙は、本実証事業によって得られた実証成果又はコンテンツに係る知的財産権を

放棄する場合は、当該放棄を行 う前に、別に定める様式による知的財産権放棄報告書によ

りそ の旨を甲に報告しなければならない。

（国の帰属に係る知的財産権の管理）
第４１条　第 ３５条第２項又は第３項の規定に該当す る場合、乙は、本実証事業によって得



られた実証成果又はコンテンツについて、次に掲げる手続を、甲の承諾を得た上で、甲の
名義により行うものとする。
一　特許権、実用新案権及び意匠権にあっては、出願から権利の成立に係る登録までに必

要となる手続
二　回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要となる手続

２　甲は、前項の場合において本実証事業に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本
国において行われたとき（日本国における登録が行われたときに権利が成立していない他
の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。）に、乙に対し、
乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したす
べての経費を支払うものとする。

第７章　雑則

（通知等の発効）
第４２条　甲から乙又は乙から甲に対する通知、届出又は報告は、文書によるものとする。
２　前項の規定による通知、届出又は報告は、甲から乙に対するものにあっては発信の日か
ら、乙から甲に対するものにあっては受信の日から、それぞれ効力を発するものとする。

（甲の契約解除権）
第４３条　甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除する

ことができる。
一　乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したと
き。

二　乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
三　乙が本契約に関して不正又は虚偽の報告をしたとき。

２　前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、その解除により完了
できない実証事業部分（以下「未完了部分」という。）に係る履行義務を免れるものとし、
甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、違約金として委託額（本契
約締結後、委託額の変更があった場合には、変更後の委託額）のうち未完了部分に対応す
る金額の百分の十に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端
数を切り捨てた金額）を甲の指定する期限内に支払わなければならない。乙は、甲が定め
た期限内に違約金を支払わないときは、期限の翌日から当該違約金の納付日までの日数に
応じ、第２３条第１項に定める割合により計算した利息を甲に支払わなければならない。
また、甲は、未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとする。

３　前項の違約金の支払いは、本契約その他法令に基づく損害賠償義務又は不当利得返還義
務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。

（乙の契約解除権）
第４４条　乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除する

ことができる。
―　甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果、委託業務の実施が不可
能又は著しく困難になったとき。

二　委託業務の実施が不可能又は著しく困難になった正当な理由を乙が示して申請を行い、
甲が承認したとき。

２　前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、未完了部分に係る履
行義務を免れるものとし、甲は、その未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとす
る。

（不測の事態により本実証事業の実施が不可能な場合の措置）
第４５条　著しい経済情勢の変動、天災地変等予測することができない事由であって、甲、

乙、いずれの責にも帰することのできない事由により、本契約に定める条件での契約の全
部又は一部の履行が困難となったときは、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を解除す
ることができる。

２　前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、未完了部分に係る履
行義務を免れるものとし、甲は、その未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとす
る。



(著しく異なる部分の訂正)
第４６条　甲は、委託期間の中途又は終了後のいずれの場合においても、取得財産又は本契

約に関する報告の内容が本契約の目的及び甲の承認した実施計画書と著しく異なると認め
たときは、取得財産、成果報告書及び実績報告書の内容のうち当該著しく異なる部分につ
いて、乙の負担による補修、取替又は修正を乙に対し請求することができる。

２　前項の請求は、成果報告書の提出日の翌日から１年以内に行わなければならない。

(不正等の行為に対する措置)
第４７条　甲は、乙が委託業務の実施に当たり不正等の行為を行った疑いがあると認められ
る場合は、乙に対し、本契約の履行に関する監査を指示し、その結果を期限を定めて文書
で甲に報告させることができる。

２　甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及び
その内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認め
るときは、乙の事業所等に立ち入ることができる。

３　甲は、不正等の事実が確認されたときは、第９条第１項又は第１９条第２項の規定に基
づき、検査等を行うものとする。

４　甲は、前項の規定に基づく検査の結果、過払金等が生じていた場合は、当該過払金等の
返還を乙に求めるものとし、乙はそれに応じなければならない。乙は当該過払金等を甲の
定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から返還する日までの日数に応じ、当
該未払金額に対し、第２３条第１項に定める割合により計算した利息を付して返還しなけ
ればならない。

５　甲は、不正等の行為に関する事実を確認したときは、氏名及び不正等の行為の内容を公
表することができるものとする。

６　乙は、別に定める指針に従い、事前に不正等の防止の措置を講じなければならない。ま
た、甲は、不正等の行為に関する疑義が生じたとき又は事実を確認したときは、当該指針
に従い、必要な措置を講じることができるものとし、乙は甲が講じる措置に従わなければ
ならない。

７　甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。

(嘘偽の資料提出に対する違約金)
第４８条　 乙は、第１１条において整備及び保存することとされている証憑書類において、

甲が本契約に基づく経費の支払債務の履行後に前条の検査により嘘偽の資料であることを
確認したときは、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、前
条第４項に基づく過払金等の支払に加えて、当該過払金等の金額と同一の額を違約金とし
て甲に支払わなければならない6 ただし、乙が過失により事実と異なる証憑書類を整備及
び保存していたときはこの限りではない。また、乙は、甲が定めた期限内に当該違約金を
支払わないときは、期限の翌日から納付日までの日数に応じ、第２３条第１項に定める割
合により計算した利息を甲に支払わなければならない。

２　前項の違約金の支払いは、本契約その他法令に基づく損害賠償義務又は不当利得返還義
務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。

(履行遅延金)
第４９条　乙は、乙の責に帰すべき事由により、実績報告書、成果報告書及び前条に規定す

る報告の要求について、それぞれの期日に遅延して提出又は報告したときは、それぞれの
期日の翌日から履行の日までの日数に、委託額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わな
ければならない。

(賠償責任)
第５０条　乙は、本実証事業を自己の責任において行うものとし、その実施に当たり被った
損害、乙に属する者の損害及び第三者に与えた損害に対しては、甲は一切の損害賠償の責
を負わないものとする。ただし、乙が甲の指示に従った結果、損害が発生した場合( 乙が、
甲の指示に従えば第三者の権利を侵害するおそれがあることを知りながらその旨を甲に告
げなかった場合を除く。)は、この限りではない。

(守秘義務)
第５１条　乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する情報については、委託期間中は

もとより、本実証事業の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘

-



義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限
りでない。
一　開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二　開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三　開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四　正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五　相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明でき
る情報　　　　　　　　　　　　　　　　　尚

六　第三者に開示することにつき､、書面によ｡り事前に相手方の同意を得た情報
２　前項の有効期間は、本実証事業の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日
から起算して５年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮するこ
とができるものとする。

（協力事項）
第５２条　乙は、本実証事業の円滑な実施のため、次に掲げる事項について甲に協力するも

のとする。
一　技術上の成果に関する資料（成果報告書を除ぐ。）の作成
二　本実証事業委託に係る経理に関する資料の作成
三　甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成
四　本実証事業に関する評価等に係る資料の作成

（属性要件に基づく契約解除）
第５３条 ’甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、
本契約を解除することができる。
一　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ
る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、
団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、
暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２
条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき　　　　　 犬

二　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

三　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

四　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし
ているとき ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅ

五　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除） 。
第５４条　甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、
何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一　暴力的な要求行為
二　法的な責任を超えた不当Iな要求行為
三　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
五　その他前各号に準ずる行為

（下請負契約等に関する契約解除）
第５５条　乙は、契約後に下請負人等（下請負人（再受任者からの請負人を含み、下請が数

次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）、再受任者（下請人からの受任者を含み、
再委任以降のすべての受任者を含む。）及び受注者、下請負人又は再受任者が当該契約に関
して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）が、第５３条及び第５４
条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契
約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

２　甲は、乙が下請負人等が、第５３条及び第５４条の規定に基づく解除対象者であること
を知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がない
のに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し



契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（損害賠償）
第５６条　甲は、第５３条、第５４条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、
これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

２　乙は、甲が第５３条、第５４条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合にお
いて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（不当介入に関する通報 一報告）
第５７条　乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢
力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、
これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の
事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(存続条項)
第５８条　甲及び乙は、本実証事業を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合で
あっても、次に掲げる事項については、｡引き続き効力を有するものとする。
一　各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの

第９条、第１１条第３項及び第４項、第１９条第２項から第８項まで、第２４条、第
３２条第３項、第３３条、第４６条並びに第５１条に規定する事項

二　各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの
第８条、第１２条第３項、第２２条、第２５条、第2 9.条、第３０条、第３４条第３

項から第７項まで、第３５条、第３６条、第３７条、第３８条、第３９条、第４０条、
第４１条、第４２条、第４７条、第４８条、第４９条、第５０条、第５２条、第５３条、
第５４条、第５５条、第５６条、並びに第５７条に規定する事項

(契約書の解釈)
第5'9 条　本契約書の条項について解釈上疑義を生じた場合、又は木契約書に定めのない事
項については、甲乙協議の上解決するものとする。

(専属的合意管轄)
第６０条　本契約に関する訴は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするこ

とを合意する。

本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ

１通を保管するものとする。

平成25 年８月30 日

甲　東京都千代田区霞が関二丁目１番２号　　　　　　　 ‥
総務省
支出負担行為担当官
大臣官房会計課企画官　梅田　勉

乙　佐賀県武雄市武雄町大字昭和１番地１
武雄市
市長　樋渡　啓祐



１

２

平成24 年度補正予算　実施計画書

事業名

オープンデータシティ武雄の見える化とエコシステムによる農業活性化

実施機関

武雄市

様式 １

３、事業内容

事業全体の実施計画は別紙参照。

（１）目的

「収益性の高い、やりがいのある農業の確立」と「高齢者の福祉」を強力に推進するため、

ICT の利活用を通じて「農業の振興」と「農業従事者の負担軽減、健康作り」を行う。

（２）達成目標

本事業の円滑かつ効果的な実施のための各種地元調整を行うことにより、以下の達成を目指

す。

○農業生産：

一新規就農者数の増（年間１０名（現状）→１５名（目標））

・収穫量及び農業所得の増（平均収量とベテランの最大収量の差収量の５０％の収量増）

・就業時間の減（従事時間８時間（現状）→遠隔監視含め従事時間８時間（目標））

・従事日数の減（専業農家の従事日数３００日（現状）→２５０日（目標））

○予防医療

一安心充足度の確認、模擬訓練等実施によるシステム構築の充実確認（アンケート調査）

○自治体インターネット通販サイト（ＦＢ良品）を通じた農産物の販売

・単価の増（２割向上）

・インターネットによる販路確立(100  kg 以上の販売実績）

（３）実施内容

本提案にある各種事業を円滑に進めていくため、地元農家や企業、団体等との調整を行う。

具体的には、

・各種会合への参加や戸別訪問による参加農家の発掘や普及啓発

一本事業における他提案団体と参加農家との仲介や各種調整

一本市の農業振興施策とのすり合わせ及び連携

・シンポジウムの開催に向けた地元調整

などを行う。

（４）条件への対応

自治体主導で講じること

本事業の提案団体が連携して、本事業に関する情報提供や生産者の声、将来に向けた展

望などについて意見交換等を行うシンポジウムを開催。市内の農産品の販売や紹介、普及

啓発等を行う「がぱい武雄の物産まつり」（１１月上旬、昨年度は５万人の集客）に合わせ

て開催する予定。



様式 １

２年目以降のランニングコストについては、参加農家全体に係る経費（通信料やシステ

ム利用料など）を１０００万円程度と想定。基本的には増収入分から各農家がまかなうも

のではあるが、市内の農家負担軽減及び農業振興の観点から、農家の負担を１／２、市の

負担を１／２とし、各農家には１万円／月程度の負担を、また、市としては約５００万円

の負担を考えている。

な成果が得られたのか、できる限り定量的な評価を行うこと。

○農業生産：

一新規就農者数の増（年間１０名（現状）→１５名（目標））

･収穫量及び農業所得の増（平均収量とベテランの最大収量の差収量の５０％の収量増）

・就業時間の減（従事時間８時間（現状）→遠隔監視含め従事時間８時間（目標））

・従事日数の減（専業農家の従事日数３００日（現状）→２５０日（目標））

○予防医療

・安心充足度の確認、模擬訓練等実施によるシステム構築の充実確認（アンケート調査）

〇自治体インターネット通販サイト（ＦＢ良品）を通じた農産物の販売

・単価の増（２割向上）

・インターネットによる販路確立(100kg 以上の販売実績）

関係者での協議を経て指標を確定させ、中間評価や最終評価をはじめ定期的に評価を実

施、改善が必要な事項については継続的に対応する。

-
武雄市役所facebook ページなどで本事業の進捗状況を随時発信。

本事業の提案団体による実施体制を継続するとともに、本事業にて構築・活用したシス

テムやサービスに関する利用者からのフィードバックを分析することで、共通プラットフ

ォーム開発への検討のインプットとする。

佐賀県武雄市
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様式 １

耕作放棄地ﾃﾞｰﾀ や有機栽培実施農地データ、水門監視データなど農業生産の向上や新

規就農者獲得につながるデータを、今秋を目途に、本事業で構築するポータルサイトにて

公開。また、ビッグデータ ーオープンデータ活用椎准協議会が実施するアイデアコンテス

ト（６月～１１月）と連携し、オープンデータを活用したビジネス剔出を図っていく。

４．実施体制1

（1 ）実証担当者2

氏名 役職 所属 役割

山下　朋彦 課長 営業部 農林課

弦巻 一寿 課長 営業部　商工流通課

（２）委員会委員3

５。実施場所4

佐賀県　武雄市

６。期間 契約日糸緜吉日より　平成２６年３月１５日まで

１ 氏名、所属及び役職を記載すること。

２ 実証事業を統括する立場にある実証担当者（実証代表者）は氏名の前に○を付すこと。

全ての実証担当者について、別添 実証担当者経歴説明書を作成すること。

３ 委員会名及び当該委員会を構成する委員会委員の氏名、所属及び役職を記載すること。

４実証事業を行う事業所等の名称、住所を記載すること。



別添

実証担当者経歴説明書

事業名：「オープンデータシティ武雄の見える化とエコシステムによる農業活性化」

（平成２５年６月１３日現在）

・氏名（ふりがな）

一生年月日 （年齢）

・所属機関

・所属部署

・所属機関所在地

・役職

・電話　09  54

・FAX　　0954

・エフォート1

・氏名（ふりがな）

一生年月日 （年齢）

・所属機関

・所属部署

・所属機関所在地

・役職

(2  3)

(2  3)

山下　朋彦　 （やました　 ともひこ）

武雄市

営業部　農林課

〒8  43-8  63  9佐賀県武雄市武雄町大字昭和１番地１

課長

-9335

-7102

・E-mail㎜ 恥ity.take0.19.jp
１５％

(根拠：年間総仕事時間：2  0 15 時間、本実証業務従事時間３００時間)

・実証担当者経歴

1988年４月１日　武雄市役所 入庁

弦巻 一寿（つるまき　かずとし）

武雄市

営業部　商工流通課

〒8  43-8  6 3 9佐賀県武雄市武雄町大字昭和１番地１

課長

・電話　0954　 （２３）一9  183

・FAX　O  9 5 4　（２３）－７１０２

・E-mai 恥ity. takeo. lg. jp

・エフォート２　　　　　　　１５％

（根拠：年間総仕事時閧：20  15 時間、本実証業務従事時間３００時間）

・実証担当者経歴

1988年 ４月１日　武雄市役所 入庁

1年間の仕事時間を100 ％として求める、当該実証業務に従事する時間の割合（％）。なお、標準的な１日の仕事時

間は所属する実証機関が定めている正規の就労時間（通常８時間程度）とし、残業によって生じる実証業務従事

時間を含むことも可とする。また、その根拠となる年間の仕事時間と本実証業務に従事する時間も記入すること。

2年間の仕事時間を100% として求める、当該実証業務に従事する時間の割合（％）。なお、標準的な１日の仕事時

間は所属する実証機関ヵ弋定めている正規の就労時間（通常８時間程度）とし、残業によって生じる実証業務従事

時間を含むことも可とする。また､ その根拠となる年間の仕事時間と本実証業務に従事する時間も記入すること。



参考２



匸 幕畭掴

別紙：全体実施計画書

【地域が抱える課題】

・農家一戸当たりの農業粗生産額が佐賀県内の七市のなかでも著し＜低い

・農家人口の減少、高齢化の進行、耕作放棄地の増加への対応が課題

・集落機能の低下により農村の良好な環境保全活動には農業者だけでは限界がある。

(｢武雄市総合計画｣ より)

■¶　　,¶　¶■　■“ ‘　　 丶　■　　・

ﾉﾚj:
武 雄: 市 農 業1
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＼ おﾉ け ｿﾞﾚ1
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様 式１

武雄市の基幹産業は農業である。その特徴としては、米や麦、大豆の生産が盛んであり、これまでJA 佐賀を通した

出荷を主体としており、市場でも高い詞 薗を受けてきた。しかし近年は、国内消費量の低下側 面格の低迷による生産者

の増産意欲の減退などもあって、年々農業所得が低下し、県内の市の中でも最も低い水準となっている（下図参照）。

また、全国と同様に農業従事者の高齢化や担い手不足による農業離れが深刻な問題となっており、その結果、遊休農地

や耕作放棄地の増加を招いている。そのほかにも、有害鳥獣であるイノシシによる農作物被害も年間で約1,500 万円に

上っており、農家を悩ませる課題を抱えている。
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武雄市の農業従事者数の推移

1995 年 2000 年 2005 年

様 式 １

このような状況を踏まえ、武雄市では、食用・薬用・加工用と多様t生のあるハープの一種「レモングラス」の栽培を

平成19 年度より開始し、農事組合法人による生産・加工・販売によって、収益性の高いやりがいのある農業の確立を

図ってきたところであり、今後も引き続き収益性の高い農作物を選定し、それらの生産や販売を促進することが求めら

れている。

【事業の目的】

これらの譲 膃を踏まえ、武雄市では「武雄市総合計画」において、目標として「収益性の高い、やりがいのある農業

の確立」を掲げており、まちづくりの一つの柱として掲げている。
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つ 埓 産廼三崎で 収譱もめ 秡リ 、農 鶩に も分り 球い 痃てて くる。 なによリ 安心・ 守全な武功の 良将。

当事業において1ま、『収益性の高い、やりがいのある農業の確豈』を実現するために、ICT を利活用した以下の取組を

実現することを目的とする。

・】CTを利用した生産管理、各種資源・情報のシェア実施による 技術の画一化、高品質化、労力軽減 → 兼業/高齢農

家の負担軽減 ＆ 若年農業従事者の確保

→ ハウスに各種センりー を設置し、センサーからの情報をグラウト上に蓄積し、ネットワーク上でこれを生産者と

農協で共有することで、ハウスの監視の省力化や← 夕に基づく営農指導による生産性の向上を図る。その他、農

機具やハウス設備や収穫時期等の労働者等の各種リソースを農家、農協間でシェアすることで農業従事者の資金的

負荷、人的負荷の軽減を図り、農業牛産性の向上、農業従事者数の増加を図る。



様 式 １

・病院とタイアップした農業従事者の安心・安全ネットワークの確立

→ 儡齡農家の不安解消、生産性の向上を図る。

・対象を農業従事者に絞った、ビッグデータ分析による、エビデンスに基づく効率的な保健事業による農業従事者の

健康作りと生産性向上

→ 農業従事者に対し、】cTを活用することで予防医療、介護予防の取組を重点的に行うことで、農業従事者の健康

を維持しつつ､安心･安全な就農環境を整備することで､ 武雄市の農業の人的基盤を強化し、生産性の向上を図る。

・SNS(FB 良品）を利用した本事業による生産物の高付加価値化、新たな販路拡大

→ 農業生産物をブランドカの高いネット上のチャネルで販売することで、高ｲｔl】nl酉値化、販路拡大を図り、農業従

事者の経営基盤の強化を図る。

｢Ｆ 無 韻

当事業の目的は、農業振興（農業従事者の増加と農業従事者の増加）と安心・安全の向上であり、そのための手段と

してICT を活用し､農業従事者の負担軽減や健康作りを行うものである。したがって､達成目標としては以下を掲げる。

従来からの農業セミナー開催等のほか、本事業で農業イメージカ嗄 わり、若者に魅力的に見える農業を提示す

ることで就農者の増につなげたい。

現状としては､ 直近３年での新規就農者は平均10 名（法人就業含む）となっているが。これを年間15 名とする。

作物
所1萼率.
( ％)

平均的な収

量/kg* 1 Ga
単価(円ム1)

平均的所得

/千円･10a

ベテランの

最大収量

/IQa

畄佶(円ykl)
ベテラン所
碍/千円10a

目標とする

収量/IQa
単価(円/k竃)

目標とする

所i尋/干円･

IQa

実証奢の

所得向上

顫(千円･

10 必

所得向上

率(％)

さゅうり 29 21β00 270 1.654 33,00Q 270 2j580 2700（ 270 2,1QQ 4邨 126

t丶ちご 2S 4β(X) 1,1叩 1.402 e,400 り00 2β(幻 亀5(X り(X) 2,QO(〕 5卵 142

チンゲン菜 60 11,00〕 250 1,650 21,000 25Q 3,150 16μ)( 250 t400 75C 145

'アスパラガス 43 3μX） 1μ)0 1.300 4,COO い00 1.720 3β(X｜　 い00 15CX） 20C １１５

【設定の条4牛】

①蓄積した栽培データの活用で、ベテランの技術継承を進めたい。

② モデルとして、機械装備のある施設園 芸を手始めとするが、可能な限り多品目へ拡大できないか。（施設園芸において、ほ

とんど榲械装備いらないものも多い）

③ 最終目標は、全ての農業者がベテラン並みの収 量を確保し、所得向上となることである。

④ 騅在、平均収量とベテランの最大収量とでは、大きな開きがあるため、差収量の５０％の収量増 を目標とする。

特 に施 設園 芸農 家に おい て、 先 進農家 のノ ウハ ウをデ ータ化 し活 用す るこ とで 、 底上げ を行 う。

なれば軽作業化となり、また圃場にいなくて良い時間ができる。

→健康管理にもなり得る。日々の時間が有効に使える。計画が立てやすい。

一貫した同レベルの制御が可能となれば、従事者同志が計画的にローテーションを組むことで休日取得できる。

認定農業者等が休日制の導入を目標とするが、なかなか実現しない。

また、上記と平行して、農業従事者および実際の購買者に対して本事業のアンケートを実施し、満足度や改善点など

をまとめ、次年度以降の実証事業へ役立てることとする。

３。事業の具体的な

（１）事業の詳細

ア　委託事業におけるＩＣＴの利活用方法



様 式 １

①ＩむＴ/グラウトサービスを利用した農業（ハウスを利用した水耕栽培）の高品質化/省力似 高度化

・ハウスの警報サービス

ハウス内の温度以上や暖房器のトラブルを警報としてメールで自動通知することで、ハウス監視の省力化を

図る。

・ハウスモニタリングサヽ一一ピス

ハウスに設置した各種センtl一一の情報（温度、湿度、照度、002 濃度等）を計測し、サ≒パ・-へ記録し、こ

れをスマートフォン等でグラフ化して閲覧できるようにすることで、ハウスモニタリングの省力化を図る。

・グループウェア機能

生産者と農協をネットワークで結び、市況情報や営農指導、農薬散布記録、生産電子マニュアルといったコ

ンテンツの詔共、情報の共有を行うことで、生産者の業務効率化を図る。

｢ ‾‾‾‾^'‾‾‾
ｉ　　 ネ ポ ン

（ｊＡ・農家の意向をとりな

がらシ ステム構築）

L  ― 四 四 四 四 二-● 二

②農業従事者向けの予防医療による安心・安全向上

・農作業中のバイタルデータの比較による予防医療の充実

農業従事者の在宅時に毎朝、脈泊、血圧、体温といったパイタルデータを測定し、これをグラウト上に蓄積

し、これを健診ﾃﾞｰﾀ と比較することで健康状態のチェックを行い、必要に応じて協力医療機関が健康相談を

受け付ける。一方で、農作業時には加速度センサーを携帯し、作業時のアクシデント等を検知し、消防への救

急要請を行う。救急搬送時には、協力医療機関において、日々蓄積されたバイタルデータを参照することで、

参考情報として活用する。

【事業目標(最終)】
①受診率向上
②突発事故発生時の
死亡率低下

③新規就農者アップ



様 式 １

・農剿ｌ事者のレセプトデータ、健診データ、介護← 夕の分析による、エビデンスに基づいた最適な保健事業

の椎准　　　　　　　　　　　　　　　　　j

:健診（特定健診、住民健診）データの分析により、経年ﾃﾞｰﾀ を蓄積しつつ、レセプトデータと突合するこ

とで、リスクの早めの検知を行う。介護受給チータについては、要介護度とレセプトデータの主疾患等との突

’合により､効果的な介護度の悪化予防策の分析を行う。レセプト← 夕については、疾病データによる地域差。

職業差をみつけ、集団に最適な指導を行い、重症化予防を促進する。
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③オープンデータを利用した徹底的なシェア雛雀による農業従事者の資金的・人的負担の軽減

・様々なリソース（資源）及び隣報のシェアを農業従事者間で行うことで、個々の農業従事者における資金的・

人的負担の軽減を図る。
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、　　　　　　 様 式 １

④ Ｓ ＮＳ;（ＦＢ良 品 ）を利 用 した 本事業 によ る生 産物 の高 付 加価 値化 、新 たな販 路 拡大

・予 約 販売/ 定 期販 売の 実施

Ｆａｃｅｂｏｏｋを 活 用し、武 雄市力憧 営 する ＦＢ良 品 を活 用す るこ とで 、ＦＢ 良 品の ブラン ドカ を活用 し、ハウ ス

栽 培で 収穫 され た生 産 物の 高付 加価値 化を 図 りつ つ、こ れま での 武雄 市内 を中 心 とし た販路 か らネッ ト を通 じ

た 日本 全国 へ の販 路への 拡 大を図 る。

また 、昨今 のー つの 潮 流とな ってい る クラ ウ ドファ ンデ ィ ング の仕組 みの 導 入を実施 し、作 って か ら売 り 先

を 確保 す るので は なく 、そ の商 品 を予 め 欲し い人 に対 して 、農産 物を 作る とい うサ イクル を磑 寸させ る こと と

す る 。これ によ り、プ レ ミアム 的な価 格 設定 が 可能 とな るた め、農業 収 益の 改善ｶ 偈 ら れる。フ ァン デ ィン グ

して いた だい た方 への 特典 として は、栽 培 した 農産 物の配 布 以外 に、下 記 農場 オーナー への参 加。栽 培 した 農

産 物 を使 った試 食会へ の参 加な どを想 定し てい る 。

一週 末 農家 体験/ 農 場オー ナ･一制 の導 入 （TakeoCc 四unity Garden の拡 張）

武 雄市 で は 、武 雄コ ミ ュ ニテ ィ ガーデ ン として 営 農 体験の 取組 を行 って いる 。これを 取組 を拡張 し、 農地 を

週 末農 家 体験 に 活用し た り、農場 オーナ ー制 の導 入 する こと で単 に農 作物 を栽培 して 販売 する以 上の 付 加価 値

をつ ける ため の 新たな 取組 を行 う。

イ　実証要素及び実証方法

下記の各取組がそのまま実証テーマとなる。以下にそれぞれのテーマについての実証方法を記載する。

①ｌＣＴ／グラウトサービスを利用した農業（ハウスを使った水耕栽培）の高品質化/省力化/高度化

ハウスにおいて、各種センサー 皿 、湿度、照度、C02濃度等）を設置し、これをグラウト上に集積しつつ、

ハウスの警報サービス、ハウスモニタリングサヽ一一ﾋﾞｽ 。クル･－プウェア機能を持つシステムを協力農家に導入し

た上で、収穫高の増減、農産物の品質、生産者の作業負荷をモニタリングし。システムの効果の計測を行う。

②農業従事者向けの予防医療による安心・安全向上

・農作業中のバイタルデータの比較による予防医療の充実

モニターとなる農業従事者を15 世帯匍 名程度の事業協力者を選定し、この協力者に対し、タブレット端末

を配布し、日々のバイタルデータの入力、農作業時の加速度センサーの携帯を実施してもらう。バイタル←

夕から異常値の検知や健診 ﾃﾞｰﾀ との突合による健康状態のチェックを行う。必要に応じて医療機関による健

康相談を実施し、生活習慣の改善等を促す。

効果の検証方法として、平時の利用については、協力農業従事者の健診結果において改善項目があったかど

うかを確認するとともに、アンケートによって、健康意識の向上や安心感の向上といった調査を行う。

・農業従事者のレセプトチ ータ、健診データ、介護データの分析による、エビデンスに基づいた最適な保健事業

の推進

保健事業実施の根拠資料を収集するためのアプローチとして、個別アプロ＝チと集団アプローチの２方向か

らチ ータの分析を行う。

個別アプ囗づ においては､農業従事者から協力者を募り、協力者のデータを分析することで､ 疾病リスク・

重症化リスクの抽出を行い、そのリスクを軽減するための保健指導を行う。

集団アプローチにおいては、武雄市全体のﾃﾞｰﾀ 分析を行い、疾病傾向の地域差を検出した上で、特定の地

域を選定し、その地域向けの保健指導を行う。

これらの保健指導前後のデータの調査により、統計的手法により健康状態の改善が見られたかどうかを確認

する。

③オープン← 夕を利用した徹底的なシェア推進による農業従事者の資金的・人的負担の軽減

シェアカぐ可能なリソースや情報（オープンデータ）の調査を行った上で、システムに登録し、このシェアシス

テムの利用者をモニターとして農業従事者から募る。その上で、実際に様々なリソースや隋報のシェアをサポー一

卜しつつ、運用する。その結果として、実際にシェアした農業従事者毎に、資金負担の軽減額、惰嚠 又集に係る

労力の軽減量をアンケートにより収集し、この結果を持って、効果の検証を行う。

④SNS  (FB 良品）を利用した本事業による生産物の高付加価値化、新たな販路拡大

ＦＢ良品は、現在稼働中のサービスであり、ここに市内の農家の協力者を募り、農産物のＦＢ良品への出品を

依頼する。その上で、これまでの農家の販売チャネルとＦＢ良品における出荷量と販売単価の比較を行い、その

効果の検証を行う。

（２）審査のポイントに対する適合性



①明確な街づくり戦略とＩＣＴによる解決策

ア　街が抱える課題及びその解決に向けた街づくり戦略

様 式１

「武雄市総合計画」より

武雄市の街づくりの方翩生のｰ一つの柱として「裝益徃の高いやりがいのある農業の確寺亅というテーマを設定し

ている。これを実現するための施策として「販路拡大と販売促准Ir 農業経営心 」「農村環境の保全」ヵ1挙lfら

れている。

それぞれの施策と当事業におけるl鰄目の対応関係は以下の通り。

「販路拡大と販売促進」 ＝=嘔）

「農業経営の確立」　　 ⇒①、②、③

「農村環境の保全」　　 ＝嵋１）

①ＩｃＴ／グラウトサービスを利用した農業（ハウスを利用した栽培）の高品質化/省力化/高度化

（Z農業従事者向けの予防医療による安心・安全向上

③オープンデータを利用した徹底的なシェア推進による農業従事者の資金的 一人的負担の軽減

④SNS  (FB 良品）を利用した本事業による生産物の高fｔllu鰕直化、新たな販路拡大
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【施策の体系l

武雄市の街づくりの方向性のもうーつの柱として「`高齢者の福祉」というテーマを設定している。これを実現す

るための施策として「はつらつ高齡者づくり」。

それぞれの施策と当事業における取組の対応関係は以下の通り。



「はつらつ高齢者づくり」　⇒②

①I  CT/ グラウトサービスを利用した農業（ハウスを利用した栽培）の高品質｛匕/省力化/高度化

（Z農業従事者向けの予防医療による安心・安全向上

③オープンチ ータを利用した徹底的なシェア推進による農業従事者の資金的 一人的負担の軽減

④ＳＮＳ（ＦＢ良品）を利用した本事業による生産物の高付加価値化、新たな販路拡大

様式 １

イ　ＩｃＴによる明確な解決策

①ＩｃＴ／グラウトサービスを利用した農業の高品質化/省力化/高度化

ハウスの温度異常や暖房器のトラブル、停電異常等の情報を自動配信メールで受領できるため、ハウスの異

常事態が速やかに検知できるようになる。

濡彦、湿度、照度、（a2 の情報を自動で取得し、サーバ宀に蓄積することで、いつでもパソコンやスマート

フォン等からレポー－卜として閲覧が可能となる。

グJレープウェア機能においては、生産部会等のグループ蜀で栽培マニュアル、防除暦、農薬使用のガイドラ

イン、市況等の情報共有ができる。

ことで、自らの作業管理を行うとともに、JAでこれらの情報をチェッ

クすることで営農指導を行うことができる。

結果として、農業の高品質4ﾋﾞﾉ省力化/高度化が図られる。結果として、「農業労慟力不足』、「農業所得の向

.上」、r就農畤間の軽威」といつた課題が勇覃決される。

②農業従事者向けの予防医療による安心 ―安全向上

・農作業中のバイタルデ－ﾀ の比較による予防医療の充実

農業従事者医疫機関サポ―トシステムにおいて農業従事者がタプレツトPc で日々の
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スメディアヘの露出も多いため、ここに出品するだけで、新たに多くの購買客を手に;入れることが可能とな

り、武雄市外への流通網で販売することで、「武雄市」「ＦＢ良品」のプランドカを活用することで、高付加

価値化することｶ｛可能となる。紘果として「農業所得の向上」が図られ、これに伴って新たな就農者ｶ噌 え

ることで「農業労働力不足」も解決される。

②平時のＩＣＴ利活用と緊急時・災害時における防災・減災機能の発揮

ア　平時におけるＩＣＴ利活用

①ＩＣＴ/グラウトサービスを利用した農業の高品質化/省力4匕/高度化

→農業の高品質ｲ匕/省力41y高度化

②農業従事者向けの予防医療による安心・安全向上

→　農業従事者の見守りによる農作業事故やハウス内の熱中症予防、エビデンスに基づいた保健事業によ

る予防医療・介護予防の推進

（3刈一一プン← 夕を利用した徹底的なシェア推進

→ 農業関連の様々なリソースシェア

④SNS  (FB 良品）を利用した本事業による生産物の高付加価値化、新たな販路拡大

→ 農産物の流通・販売

イ　緊急時・災害時における防災・減災機能

①ＩＣＴ／グラウトサービスを利用した農業の高品質化/省力11;/高度化

→ 農業従事者の携帯している加速度センサーによる異常検知により、農業従事者ｶ 顎 れた場合等の緊急

時に消防署に自動通報することで、早期に対処することで被害を軽減する。

③オープンデータを利用した徹底的なシェア推進

→ 避難所、避難者、支援者間のリソースシェア・管理による避難所 一避難者支援

④SNS  (FB 良品）を利用した本事業による生産物の高付加画値化、新たな販路拡大

→ 救援物資のロジスティクス管理

ウ　ア、イの機能を実現するシステムの共用度

すべてのシステムを平時と災害時において共用する。

平時向け機能と緊急時・災害時における機能の切り替えについては、特段の作業は不要となっており、シー－

ムレスな機能の移行力鵁 能である。

エ　その他

システム基盤と･してグラウトサービスを利用するため、システム部分については、簡単なカスタマイズのみ

で他地域への展開が可能。

③共通ＩＤによるリアルタイムデータや行政保有ﾃﾞｰﾀ 等のビッグデータの利活用

ア　地方公共団体が保有するデータの利活用

ＯＩＣＴ・グラウトを活用した農業（ハウス栽培）

・災害情報（地震、台風、大雨、洪水など）

・被害情報（河川氾濫、河川水位など）

・水門監視データ

○農業従事者向け予防医療

・レセプトチータ（国保分）

・健診（特定健診、住民健診）データ

一介護受給← 夕

○オープンデータを活用した資源・情報のシェア

・耕作放棄地← 夕

・有機栽培・特別栽培実施農地データ

イ　共通ＩＤの活用による複数分野のﾃﾞｰﾀ の共有・連携のための共通プラットフォーム

下記のデータについて、それぞれ提供元の異なる情報を共通 】Ｄによりマッチングさせる。

・レセプト← 夕〔国保分〕

・健診（特定健診、住民健診）データ

・介護受給← 夕

④ＩＣＴインフラ基盤やインタフェースの確保による住民参加



ア

イ

様 式 １

既存のＩＣＴインフラの活用

下記のﾃﾞｰﾀ について、それぞれ提供元の異なる情報を共通ＩＤによりマツチングさせる。

・レセプトデータ（国保分）

・健診（特定健診、住民健診）データ

・介護受給データ

武雄市では、市職員全員がFacebook アカウントを保有し、庁内の連絡だけでなく、対外的な情報発信も個人

個人で行っている。住民もFacebook を使うことで。その声を市役所職員や市長に直接届けることができる。

住民等の参加及び住民メリット

今回の事業においては、市内の農家に事業参加を募り、農家15 世帯約40 名の参加を呼び掛ける。これらの

農家については、今年度においては、当事業の各種サービスを無料で提供し、実証実験にモニターとして参加

いただく。結果として、参加農家は無償のサービスを受けつつ、期待される効果を享受できることとなる。

また、武雄市では、「Takeo Cぼmunity Garden」として耕さない・肥料や農薬は使わない・草や虫を敵としな

い「自然農」の農業体験を広く一般市民に呼びかけ実施している。今回の事業による園芸農業においては、こ

のオープンガーデンに参加している市民によるマイクロファンディングによる農場所有等の取組も今後検討す

る。これにより、一般市民も武雄市の基幹産業である農業に関わりを持つことで、地域のコミュニケーション

が生まれ、地域の活性化が見込まれると考える。

⑤街と街の連携・相互補完

ア 複数の街力9壅携、相互補完する仕組及びその活用

本システムは、温度等が管理されたハウス栽培をはじめ。一定の地理的剥 牛に縛られることなく実施が可能

であるため、東日本大震災の影響で農地が減少した被災地への展開が考えられる。特に、すでにFB 良品を実

施している陸前高田市などへの展開は、販売面での連携を含め、相乗効果ｶ切l待できる。

⑥明確な街づくり戦略の下での民産学公官の連携体制

ア 首長等による街づくりの明確な戦略及びその推進体制

武 雄 市で は、今 まで も前 述ま での とお り Ｆａｃｅｂｏｏｋ な どのSNS を利 用し て、 積極的に 行政 の動 向を オー プン

に し 、 知名 度ア ッ プと 行政 の透 明 度ア ップ を実現 して きた。 こ れを さ らに 推 し進 め、今 年 度は 下図 の ように 、

行政 内 部の デー タ をオ ープ ン化 し、 地図 を とお して 表 示が でき るよ う な仕 組み の 構築 を行 うこ と として い る。

ま た 、住民 や 事業 者な どか ら 例えば 道の 補 修が 必要 な場 所な どを 逐次 ア ップ しても らう ような 仕組み も同 時

に 構 築 する こと と して い る。

こ のよ う に、行 政デ ータ を オー プン にする だけ で なく 、双方 向の 情 報のや り 取りｶ 咄 来 る基 解（オ ープ ンガ

バメ ン トプ ラッ トフ ォー ム） を梃 子に 。武 雄市 は 「オー プン デ ータシ テ ィ 武 雄| を目指 して いくこ と として

いる 。

この 基盤 を元 に、基 幹産 業で ある 農業 を どのよ う に強 い産業 と して 育 成して い くか が、本 事 業の大 きな 目的

とな る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‘

武 雄 市の よう な人 口 ５万人 程度 のど こにで もあ る 規模 の自 治体 が、 オー プ ンデ ータ基 盤 を元 に、基 幹 産業を

振興 さ せる ことが 出 来 る、 とい うこと は、 他の 自治 体 にとっ ても 大き な モ豹 レケースと なる と考え てい る。

SNS な どのICT を 利活 用し た市 政の 推進 につい て は、 武雄 市内 の住 民や 企 業 にも認知さ れて きて おり 、この
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延長線上にある本事業は。多くの市民/企業に賛同 一協力していただけるものと考えている。

また、武雄市の基幹産業である農業の育成のモデルが構築できれば、これを武雄市内全域に適用することで、

現在の農剽 筮事者約3,000 名だけでな＜、新規の就農者も含めて事業への市民の参画ヵ1見込まれる。

⑦費用対効果

ア　費用対効果の向上についての取組

当事業の目的の一つとして施設園芸の生産性向上を掲げている。施設園芸における生産性については熟練者

と新規就農者では大きな開きがある。ベテランの作付面積10a 当りの所得は平均で2,566 千円であるが、平均

的な農家の所得は1,513 千円である。当事業の取組により、一足飛ぴにすぺての農業従事者がベテラン並みの

終了を確保することは難しいため、目標値は保守的に見瞶もって、差収量の50% とする。これにより、所得と

しては10a 当り2,039 千円となり、10a 当りの所得増は1,053 千円となる。武雄市内の施設園芸の作付面積は

約225a であり、施設園芸に携わる農業従事者の所得増の総額は･1年当り23,693 千円となる。10年間での所得

増額は23 億円を超えるため、当事業は極めて高い費用対効果が得られるものと考えられる。

また、当事業においては、ハウス等の農業に関するインフラについては既存のものを活用し。また、ＦＢ良

品等の既存のサービスを活用することで、経費の圧縮を図っている。

⑧確実な事業の実施及び成果展開

ア 委託事業の確実な実施

武雄市自身、これまでも現武雄市長の強力なりーダーシップの下、総務省の委託事業を多数受託しており、

事業遂行に関する豊富な知見を有しているだけでなく、自治体規模としても事業遂行に関して財務基盤上の問

題もない。

事業の実施･ 提案の体制としては、武雄市が自治体として主体的に事業を実施するだけでなく、当事業にお

ける個々の取組において豊富な実績と知見を有し、これまでにも武雄市若しくは武雄市内の団体 一企業と協業

している事業者が参加することで、事業遂行能力を担保している。

イ　委託事業終了後の事業継続性

平成26 年度以降のランニングコストについては、受益者負担の原則に従い、基本的には本事業に参加する

農業従事者ｶ 唄 担する想定。武雄市や本事業に参加する事業者による費用負担については、実証によって得ら

れた効果等を踏まえ検討・判断するものとする。

ウ　 その 他

一国 の 事業 では ない が, ICT を活 用し た地 域活 性化の 取 組と して は、市の 公式 ホーム ペ ージ のＦａｃｅｂｏｏｋ化と市

職 員全 員 へのFacebook ID の付与 と Ｆａｃｅｂｏｏｋによ る市 長を は じめ とす る職 員全 員によ る 情報配 信の 取組 とし

て 実 施し てい る。こ れに より 、ホー ムペ ージ のア クセ スは 、それ まで の月 間 ５万 ページ ビ ューか ら200 万ア ク

セ ス に一 気に 増加 し た。また 。市民 の 声ｶ 鴉:接市職 員 に届 き、職 員の 日々 の 取組 も市民 に知 られ ると ころとな

り、市 役 所 と市 民の コミュ ニケ ー ショ ンの促 進 によ る地域 活性 化 が果 たさ れた 。この取 組の 派生事 業で ある Ｆ

Ｂ良 品(Facebook を使 った ｅコ マ ースサ イ｡卜）を当 事 業に おけ る 農産 物の 高ｲ寸加価 値化。販 路拡大 に活 用する。

・平 成22 年 にお いて 情報通 信技 術地 域 人材 育成 一活 用事 業交 仲 盍に おいて 山 内東小学 校、武 内小学 校にiPad

とイ ンタ ラク テ ィブ ホワイ トボ ー ドの導 入 を行い 、ICT 教 育 の導 入を 行い、 児童 へのICT 教育 を実 施す るだけ

で な く、ICT 支援員 、デジ タル コ ンテ ンツ作 成支 援員 の育 成 を行 った。 結果 と して、 当 地域 のICT 人材の 育成

とICT 人 材の 活 用を 通じた 地 域活性 化を 行 った。農 家 へのICT 機 器の 使 用方 法の 指導 等の際 にこ れ らのICT 人

材を 活 用す るこ とで 、既存 の リソ ース の活 用を図 る。

・武 雄 市は 千葉 市、 奈良市 、福 岡 市と協 働で2013 年 ４ 月１日 に 「ビ ッグデ ータ ーオー プンデ ータ 活用推 進協

議 会」を 汲 霖し 、各市が 保有す る 人口 動 態 一歳 入･ 歳 出の 状況 、福 祉や 教育 等 にかか わ る膨 大なデ ータを個 人

情報 に 配慮 した うえ で二 次利 用力鵁 能 な形 で公 開し 、新た な価 値創 造 につな げる ため の 活動 を行って い くこ と

と して いる。 当事 業に おけ るビ ッグ ← 夕 ・オ ープ ンデ ータ の活 用方 法に つい て も、この 協議 会を通 じて 公開

し、 他 地域 へも 広 めてい く想 定で あ る。

（３）その他の事業要素

当事業においては、農業従事者にターゲットを絞った、エビデンスに基づく（ビッグデータを使った）保健事業

による農業生産性の向上の実証実験を行う。

これまでの保健事業は、市町村単位で行っているが、市町村毎の現状分析結果等のエビデンスによる疾病傾向等

を踏まえたものではないものが多く、その効果の検証もできていなし啾 況である。

当事業では、レセプトチータ、健診 ﾃﾞｰﾀ 、介護受給データを名寄せした上で。データを一定期間以上蓄瞶し、

これを分析して特定のクル･-ﾌﾟに所属する人の疾病傾向分析を行う。当事業においては、これを特定地域の農業従

事者としてｸﾞﾉ1， ピンクする。特定の疾病の発症率が他の地域に比較して高いような事実を抽出することで、これ
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を予防するための保健事業を実施する。保健事業の実施結果についてもこれらのデータを分析することで、検証す

る。エビデンスに基づく保健事業を行い､ その効果検証を行うことで、保健事業の費用対効果の測定ヵ喝 能となる。

結果として、一定の成果が挙げられれば、積極的に保健事業に投資を行うことで、市の医療費。介護保験料の負担

を軽減するような取組を行っていくことヵ{可能となる。

このような仮説の検証をビッグデータを使って実施する。

町 湎祠
饒癩卻佰

７ｒバ,イス オーブンデ･－ク

活用推進 協浚会

･千菓市

･奈良市

･福岡 市

防ｔ

抜策lfS　L- 一一ww〃〃1-亠---a－Ij

尚 子 ⊃

七 言

各主体の役割

NO 名称 役割及び責任

１ 武雄市 ・全休調整

一事業立案・実施
・PDCA
・情報発信

２ 慶應義塾大学 ・実証結果・実証結果の検証方法の検討及び実証糸吉果を踏まえた効果の分析
・プロジェクトへのアドバイス

３ 株式会社SⅢS ・プロジェクト管理
・シェア推進ソフト開発
・ＦＢ良品活用マーケティング

４ ネポン株式会社 ・ICTを活用した農業管理
・恫重研修実施

５
ＮＴＴチ ータカスタマーサ
ービス株式会社

・バイタルデータモニタリング



様式２

平 成24 年度補正予算ＩＣＴ 街づ くり推進事 業　 予算計画書

（実証事業名）オープンデータシティ武雄の見える化とエコシステムによる農業活性化
（実証機関 名）武雄市

‥ ‥3 酒　　　　 ‥… … ．． ………目 ‥ 犬　　 ‥、
｀　　 ’ ’ ｀　｀ ｀　｀　　 ｀‥ ｀‘　　　　　ri 晶７¶　　　　 ・・ ：　　

，
ｌ

，　
¶

．　
「二 ：… … ＞ … … …… ……：　　 ，． ／ 積 算 内 谷　　 卜 六 …… … … … … ……=

． 金額［円］∠

Ｌ 物 品 費 …………厂 厂j ……yjl………=

１
に

設 備 備 品 費 ……卜 …… ……… …

２，消耗品費个卜卜 づト レノ
II/ 人 件 費 ・ 謝 金･:……卜 ………… ＝… … 90,000

１ 厂 実 証 担 当 者 費 ゾド 厂‘　　 ，　：‘

２卜 実証補助者費 レ…… 卜……

３ 广 謝 金 ………………二 …… … シンポジウム講師に対する謝金 （30,000 円×3名） 90, 000

Ⅲ　 旅 費 し　 …… …
●　　　　,l , ¶r　　,　,

¶　「¶, 244, 800

１レ 旅 費 …… … … …　 … 講師　81,600 円（関東⇔武雄市１泊２日）×３名 244, 800

Ⅳ 二 そ の 他 …………………ミ ……:……… 200,000

１ ／ 外 注 費 …… …………ノ プ……………… …

２
・

印 刷 製 本 費 ト ニ バ ： ‥ ‥ ‥ ‥ シンポジウム用パンフレット製本費1,000 円×200 部 200,000

３ ／ 会 議 費 口◇ ………∧ 十 ………… ，… ……

４ ．＜通 信 運 搬 費 ＞ …… ……… ＝……=

５ ……光 熱 水 料 ………☆1ｬﾉこ万… …… … …

６, ……そ.の.他=( 諸 経 費) ‥ ‥‥‥‥1 ……=

７ √
よ
消 費 税 相 当 額 ◇……… ……… …… ＝

直 接 経 費 ……… … …… …………卜 ………≒‥ i +n  + Ⅲ ＋ Ⅳ 534, 800

（注１）実証担当者の時間単価は、原則として総務省が別に定める人件費標準単価表を用いること。

人件費標準単価表を用いない場合及び実証補助者の時間単価については、時間単価の根撓となる資料を添付すること。

（注２）一般管理費率は。契約書に基づく比率を記入すること。
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